
令和２年５月２２日 

保護者の皆様へ 

 

養父市立大屋中学校 

校 長  藤本 和隆 

 

学校再開に向けた取組について 

 

薫風の候、保護者の皆様におかれましては、ご健勝のこととお喜び申しあげます。 

このたびは、長期にわたる臨時休業の中、お子様の生活や健康に何かとご配慮いただく

とともに、課題の提出等にご協力いただいておりますこと、厚くお礼申しあげます。 

さて、本県を対象としていました緊急事態宣言が解除されたことに伴い、養父市におい

ても、学校再開に向けた移行について、養父市教育委員会から別紙「６月１日の学校再開

及び５月登校可能日の設定について」により連絡がありました。 

つきましては、本校では、下記のとおり「登校可能日」を設けて実施いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

なお、登下校のバスの中での「３密」を避ける輸送体制の今後の工夫を図るため、２８

日の登校時は、小学生と中学生のバス利用に時間差を設け、中学生は通常利用しているバ

スの１便後のバスで登校することにいたしますので、お間違えのないようにお願いします。 

 

記 

 

１ 登校可能日について 

令和２年５月２８日(木) 

４５分活動(３コマ) 

９時２０分登校 小学校より１便後のバス 

大屋到着時刻･･･9:10（口大屋）9:02(西谷)9:03（南谷）

１３時下校･･･小学校より１便後のバス 

大屋発時刻･････13:13(口大屋)13:25(西谷)13:20(南谷) 

給食なし（お昼を過ぎるので、おにぎり持参） 

令和２年５月２９日(金) 給食あり 

＊２９日の登下校時刻については、２８日のバスの乗車

状況を踏まえて、２８日に連絡します。 

 

２ 当日の服装等について 

(1) 学生服を着用させてください。 

(2) 咳エチケットのため、マスクを必ず着用させてください。 

 

３ 当日の持ち物について 

  健康観察カード(5/28 分)、筆記用具、デイリーノート、提出できる課題 

   ＊通学カバンに入れて持ってくること 

 

４ 課題の提出について 

  ２２日(金)に配布した課題及び「キャリアノート」については、２９日(金)の登校時

に持参し提出してください。 ＊できている課題は、２８日(木)に提出することも可 

 

５ 感染防止の取組について 

 (1) 感染防止については、健康チェックや消毒等、万全を期す運びでいます。詳しくは、

別途配布しています「学校再開後のコロナウイルス感染症対応について」を参照くだ

さい。 

  (2) 別途配布しています５月２８日用の「健康観察カード」に、当日の朝の検温や健康

状態をチェックいただき、押印またはサインを必ずお願いします。 


